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IoT 関連技術と知的財産法 

加藤浩†1 

1. はじめに

近年、人工知能（AI: Artificial Intelligence）や IoT（Internet

of Things）に関連する技術が急速に進歩し、大量のデータ

と AI の利用によって、第四次産業革命の実現が期待され

ている。このため、知的財産法では、人工知能や IoT に関

連する技術に対して、どのように保護すべきかが課題とさ

れているa。 

このような状況の下、特許法については、平成 28 年 9

月、平成 29 年 3 月において、特許・実用新案 審査ハンド

ブックの改訂により、IoT 関連技術やプログラムの保護に

ついて、一定の考え方が示されたところである。本稿では、

審査ハンドブックの改訂事項について整理し、IoT 関連技

術の特許法による保護の在り方について考察する。 

2. IoT 関連技術と特許法

（１）発明該当性

特許の保護対象は、「発明」であり、発明に該当しない

ものは、「発明該当性」を有しないとして、特許を受けるこ

とができない。 

特許法において、発明とは、「自然法則を利用した技術

的思想の創作」と定義されている（特許法 2 条 1 項）。し

たがって、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当

しないものは、発明該当性を有しないので、特許を受ける

ことができない。例えば、「情報の単なる提示」は、発明該

当性を有しないものとされているb。 

（２）IoT関連技術の発明該当性

 IoT 関連技術とは、「モノ」がネットワークと接続される

ことで得られる情報を活用し、新たな価値・サービスを見

いだす技術のことである。IoT 関連技術は、ソフトウエア

を必要とすることがあり、どのような場合に特許の保護対

象として発明該当性を有するのかについて議論されている。 

審査ハンドブックによると、ソフトウエアに関する発明

については、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエ

ア資源を用いて具体的に実現されている」場合には、発明

該当性を有し、特許を受けることができることが説明され
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ている。 

なお、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資

源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウエア

とハードウエア資源とが協働することによって、使用目的

に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築され

ることをいう。 

（３）データの発明該当性

データが「情報の単なる提示」に該当する場合には、「発

明」に該当しない。ただし、データ自身が特定の情報処理

に用いられるための「構造」を有する「データ構造」につ

いては、「プログラムに準ずるもの」に該当し得るとされて

いる。すなわち、データ構造それ自体は、コンピュータに

対する直接の指令ではないため、「プログラム」には該当し

ないが、データ構造がコンピュータの処理を規定し、プロ

グラムに類似する性質を有するのであれば、「プログラムに

準ずるもの」、すなわちプログラムと同等のものとして、ソ

フトウエア関連発明として扱うこととされている。

したがって、当該ソフトウエアについて、「ソフトウエ

アによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に

実現されている」場合には、発明該当性を有し、特許を受

けることができる。 

（４）学習モデルの発明該当性

学習済みモデルとは、「AI のプログラム」のことである。

たとえば、「猫」「犬」「虎」等の「動物の種類」が正解デー

タとして付与された大量の動物の画像データ（学習用デー

タ）を AI に読み込ませると、AI は画像を解析して、動物

の種類毎の画像の特徴を自動的に学び、機械学習が行われ

る。その過程の一つとして「ディープラーニング」がある。

学習が完了した AI に未知の画像を入力すると、AI のプロ

グラムは入力画像を解析し、動物の種類（例えば「猫」）を

正解として出力する。「学習済みモデル」は、このような学

習が完了した「AI のプログラム」のことであるc。 

審査ハンドブックでは、学習済みモデルが、「プログラ

ム」であることが明確な場合は、ソフトウエア関連発明と

して扱うこととされている。したがって、当該ソフトウエ

アについて、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエ

ア資源を用いて具体的に実現されている」場合には、発明

該当性を有し、特許を受けることができる。 

c 山本俊介「IoT 関連技術等に関する事例の充実化」特技
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3. 審査ハンドブックの改訂

審査ハンドブックでは、ソフトウエア関連発明の発明該

当性について、より明確にするために、平成 28 年 9 月、

平成 29年 3月において、審査ハンドブックの改訂により、

IoT 関連技術の事例が追加されている。以下、追加された

事例のうち、３つの事例について検討する。 

（１）リンゴの糖度データ及びリンゴの糖度データの予測

方法 

【請求項 1】 

反射式近赤外分光分析を行う携帯型のリンゴ用糖度セ

ンサにより計測された、果樹に実った収穫前のリンゴの糖

度データ。 

【請求項 2】 

サーバの受信部によって受信され、前記サーバの記憶部

に記憶された、請求項 1 に記載のリンゴの糖度データ。 

【請求項 3】 

サーバの分析部が、収穫前の所定期間分のリンゴの糖度

データ及び気象条件データと、出荷時のリンゴの糖度デー

タとの関係を、過去の実績に基づいて分析する工程と、

前記サーバの受信部が、請求項 1 に記載のリンゴの糖度

データを所定期間分受信する工程と、 

前記サーバの予測部が、前記分析した関係に基づいて、

前記受信した所定期間分のリンゴの糖度データ及び過去・

将来の気象条件データを入力として、将来の出荷時のリン

ゴの糖度データを予測して出力する工程 

とを含む、リンゴの糖度データの予測方法。 

［説明］ 

・請求項 1、2

情報の単なる提示は、発明該当性を満たさない。請求項

1 及び 2 のリンゴの糖度データは、情報の提示に技術的特

徴を有しておらず、提示される情報の内容にのみ特徴を有

するものであって、情報の提示を主たる目的とするもので

あるから、情報の単なる提示であり、「発明該当性」を有さ

ない。 

・請求項 3

請求項 3 に係る発明は、コンピュータソフトウエアを利

用した、リンゴの糖度データの予測方法である。そして当

該リンゴの糖度データの予測方法は、サーバの分析部、サ

ーバの受信部、及び、サーバの予測部を通じて、リンゴに

関わる化学的性質、生物学的性質等の技術的性質に基づく

情報処理を具体的に行うものであるから、全体として自然

法則を利用した技術的思想の創作といえ、「発明該当性」を

有しているd。 

d 特許庁「特許・実用新案 審査ハンドブック」平成 29 年

3 月改訂 

［考察］ 

データについては、情報の提示に技術的特徴を有してお

らず、提示される情報の内容にのみ特徴を有するものは、

発明該当性を有しない。 

請求項 2 では、請求項 1 に記載のリンゴの糖度データに

ついて、「サーバの受信部によって受信され、前記サーバの

記憶部に記憶された」との特定がされているが、リンゴの

糖度データの提示手段や提示方法について何ら特定されて

いないため、依然として、情報の内容のみに特徴があると

判断されている。したがって、発明該当性を有するために

は、技術的特徴について、請求項に具体的に記載しなけれ

ばならない。 

（２）音声対話システムの対話シナリオのデータ構造

【請求項１】 

クライアント装置とサーバからなる音声対話システム

で用いられる対話シナリオのデータ構造であって、対話シ

ナリオを構成する対話ユニットを識別するユニット IDと、

ユーザへの発話内容及び提示情報を含むメッセージと、ユ

ーザからの応答に対応する複数の応答候補と、 

複数の通信モード情報と、前記応答候補及び通信モード

情報に対応付けられている複数の分岐情報であって、前記

応答候補に応じたメッセージ及び前記通信モード情報に応

じたデータサイズを有する次の対話ユニットを示す複数の

分岐情報とを含み、 

前記クライアント装置が、 

(1)現在の対話ユニットに含まれるメッセージを出力し、 

(2)前記メッセージに対するユーザからの応答を取得し、 

(3)前記(4)当該特定された応答候補及び通信モード情報

に基づいて 1 つの分岐情報を選択し、 

(5)当該選択された分岐情報が示す次の対話ユニットを

サーバから受信する

処理に用いられる、対話シナリオのデータ構造。

［説明］ 

請求項 1 に係るデータ構造は、請求項の(1)～(5)の記載

から、対話ユニットが含む分岐情報に従った音声対話とい

う情報処理を可能とするデータ構造であるといえる。よっ

て、当該データ構造は、音声対話システムにおける情報処

理を規定するという点でプログラムに類似する性質を有す

るから、プログラムに準ずるデータ構造である。 

そして、請求項 1 の記載から、対話ユニットが含む分岐

情報に従った音声対話という使用目的に応じた特有の情報

の演算又は加工が、サーバとクライアント装置から成る音

声対話システムによる一連の情報処理という、ソフトウエ

ア（プログラムに準ずるデータ構造）とハードウエア資源

とが協働した具体的手段又は具体的手順によって実現され
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ていると判断できる。そのため、当該データ構造は、ソフ

トウエアとハードウエア資源とが協働することによって使

用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を構築する

ものである。 

したがって、請求項 1 に係るデータ構造は、自然法則を

利用した技術的思想の創作であり、「発明該当性」を有して

いるe。 

[考察] 

データであっても、「データ構造」の場合には、ソフト

ウエア関連発明として、発明該当性を有することがある。

ただし、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資

源を用いて具体的に実現されている」という要件を満たす

ことが必要である。 

（３）宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル

【請求項１】 

宿泊施設の評判に関するテキストデータの入力に対し

て、宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、コン

ピュータを機能させるための学習済みモデルであって、 

第 1 のニューラルネットワークと、前記第 1 のニューラ

ルネットワークからの出力が入力されるように結合された

第 2 のニューラルネットワークとから構成され、 

前記第 1 のニューラルネットワークが、少なくとも 1 つ

の中間層のニューロン数が入力層のニューロン数よりも小

さく且つ入力層と出力層のニューロン数が互いに同一であ

り各入力層への入力値と各入力層に対応する各出力層から

の出力値とが等しくなるように重み付け係数が学習された

特徴抽出用ニューラルネットワークのうちの入力層から中

間層までで構成されたものであり、 

前記第 2 のニューラルネットワークの重み付け係数が、

前記第 1のニューラルネットワークの重み付け係数を変更

することなく、学習されたものであり、 

前記第 1のニューラルネットワークの入力層に入力され

た、宿泊施設の評判に関するテキストデータから得られる

特定の単語の出現頻度に対し、前記第 1 及び第 2 のニュー

ラルネットワークにおける前記学習済みの重み付け係数に

基づく演算を行い、前記第 2 のニューラルネットワークの

出力層から宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、

コンピュータを機能させるための学習済みモデル。

［説明］ 

請求項 1 に係る学習済みモデルは、請求項に記載されて

いるとおり、第 1 のニューラルネットワークの入力層に入

力された、宿泊施設の評判に関するテキストデータから得

e 特許庁「特許・実用新案 審査ハンドブック」平成 29 年

3 月改訂 

られる特定の単語の出現頻度に対し、第 1 及び第 2 のニュ

ーラルネットワークにおける学習済みの重み付け係数に基

づく演算を行い、第 2 のニューラルネットワークの出力層

から宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、コン

ピュータを機能させるためのものである。 

また、発明の詳細な説明には、「当該学習済みモデルは、

人工知能ソフトウエアの一部であるプログラムモジュール

としての利用が想定される。」と記載され、「コンピュータ

の CPU が、メモリに記憶された学習済みモデルからの指

令に従って、第１のニューラルネットワークの入力層に入

力された入力データに対し、第 1 及び第 2 のニューラルネ

ットワークにおける学習済みの重み付け係数と応答関数等

に基づく演算を行い、第２のニューラルネットワークの出

力層から結果を出力するよう動作する。」と記載されている。

これらの発明の詳細な説明を考慮すると、請求項 1 に係る

学習済みモデルは、末尾が「モデル」であっても、「プログ

ラム」であることが明確である。

そして、請求項 1 の記載から、宿泊施設の評判を的確に

分析するという使用目的に応じた特有の情報の演算又は加

工が、コンピュータによる「第 1 のニューラルネットワー

クの入力層に入力された、宿泊施設の評判に関するテキス

トデータから得られる特定の単語の出現頻度に対し、第 1

及び第 2のニューラルネットワークにおける学習済みの重

み付け係数に基づく演算を行い、第 2 のニューラルネット

ワークの出力層から宿泊施設の評判を定量化した値を出力

する」という、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働

した具体的手段又は具体的手順によって実現されていると

判断できる。 

よって、ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資

源を用いて具体的に実現されているから、請求項 1 に係る

学習済みモデルは、自然法則を利用した技術的思想の創作

であり、「発明該当性」を有しているf。 

[考察] 

学習済みモデルが、「プログラム」であることが明確な

場合は、ソフトウエア関連発明として扱われ、発明該当性

を有する可能性がある。ただし、当該ソフトウエアについ

て、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を

用いて具体的に実現されている」という要件を満たすこと

が必要である。 

なお、この事例では、請求項 1 に係る学習済みモデルは、

ソフトウエアとハードウエア資源とが協働することによっ

て使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を構築

するものである。この点も、「学習モデル」の発明該当性に

おいて重要である。 

f 特許庁「特許・実用新案 審査ハンドブック」平成 29 年

3 月改訂 
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4. 諸外国との比較

IoT 関連技術の特許保護の考え方について、日本、米国、

欧州、中国、韓国において比較するg。 

（１）発明該当性の基本的な考え方

日本では、発明該当性について、「自然法則を利用した

技術的思想の創作」の観点から判断され、ソフトウエア関

連発明の場合には、さらに、「ソフトウエアによる情報処理

がハードウエア資源を用いて具体的に実現されているか」

の観点から判断されている。 

米国では、発明該当性の判断において、「２ステップテ

スト」が用いられている。すなわち、「①クレームが抽象的

アイデアに向けられているか」、「②クレームが抽象的アイ

デアを顕著に超える追加的要素を含むか」（進歩性に近い判

断）の観点から発明該当性について判断されている。なお、

2014 年 6 月の Alice 最高裁判決の直後は、ソフトウエア関

連発明の発明該当性を否定する判決が相次いだが、その後

は２ステップテストの適用の明確化が進み、発明該当性を

認める判決が増加している。 

欧州では、発明該当性について、「技術的性質の有無」

により判断されている。例えば、コンピュータやネットワ

ーク等の技術的手段を用いていれば、技術的性質を有する

と判断され、発明該当性が認められる。 

中国では、発明該当性について、「技術三要素の有無」

により判断されている。ここで、技術三要素とは、①技術

的課題、②技術的手段、③技術的効果のこととされている。 

韓国では、発明該当性について、「自然法則を利用した

技術的思想の創作」の観点から判断され、ソフトウエア関

連発明の場合には、さらに、「ソフトウエアによる情報処理

がハードウエア資源を用いて具体的に実現されているか」

の観点から判断されている。（日本と同じ。） 

（２）プログラムの保護について

日本、米国、欧州、中国、韓国において、プログラムは

特許の保護対象とされている。ただし、米国、中国、韓国

では、プログラムが記録媒体に記録した場合に保護対象と

されている。 

（３）情報の単なる提示について

情報の単なる提示については、日本、米国、欧州、中国、

韓国において、いずれも特許の保護対象から外されている。 

（４）データ構造の保護について

日本、米国、欧州、韓国において、データ構造は特許の

保護対象とされている。中国では、審査基準（審査指南書）

g 特許庁「産業構造審議会・審査基準専門委員会 WG（第

11 回）」配布資料 

に特段の規定がなされていない。なお、米国、韓国では、

データ構造が記録媒体に記録した場合に保護対象とされて

いる。 

（５）考察

IoT 関連技術の特許保護の基本的な考え方は、日本、米

国、欧州、中国、韓国において共通している。しかしなが

ら、記録媒体への記録など、相違点もうかがわれる。今後

は、特許出願がグローバル化する中、IoT 関連技術の発明

該当性の実務が国際的に統一されることが重要である。 

なお、日本では、平成 28 年 11 月に、世界に先駆けて IoT

関連技術の特許分類（ZIT）が新設されたh。今後は、この

特許分類（ZIT）が、日本の特許文献だけでなく、各国の

特許文献にも付与され、特許実務の国際的な統一が推進さ

れることに期待したい。 

5. おわりに

本稿では、IoT 関連技術の発明該当性について検討し、

今後の特許法による保護の在り方について考察した。今後

とも、IoT 関連技術の進歩に対応して、発明該当性の考え

方について検討することが重要である。 

最近では、IoT 関連技術の進歩性の考え方についても関

心が高まっている。今回の審査ハンドブックの改訂では、

進歩性の判断に関する事例も追加され、機械学習を行うこ

とを特徴とする従来技術に対して、単に周知のディープラ

ーニング技術を適用するだけでは進歩性を有さないことな

どが示されている。今後は、IoT 関連技術の進歩に対応し

て、進歩性の考え方についても検討が必要であろう。 
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